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議会運営委員会 

 

平成３０年２月１６日（金曜日）午前９時５７分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 吉 成 伸 一 副 委 員 長 相 馬   剛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 佐 藤 一 則 

委 員 大 野 恭 男 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 齋 藤 寿 一 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 君 島 一 郎 副 議 長 山 本 はるひ 

 

説明のための出席者 

市 長 君  島     寛   副 市 長 片  桐  計  幸   

総 務 部 長 伴  内  照  和   総 務 課 長 田  代  宰  士   

総務課長補佐 高  久     修   行 政 係 長 鈴  木  正  宏   

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 石 塚 昌 章 議 事 課 長 増 田 健 造 

議事課長補佐 
兼 

議事調査係長 
福 田 博 昭 書 記 室 井 良 文 

書 記 磯   昭 弘   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨拶 

    ・委員長 

    ・議長 

    ・市長 

  ３．協議事項 

   ⑴第１回那須塩原市議会定例会の提出案件について 
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   ⑵議案に対する質疑・討論について 

   ⑶会派代表質問（通告会派 ４会派）について 

   ⑷市政一般質問（通告者 １６名）について 

   ⑸請願・陳情等の取り扱いと委員会付託について 

   ⑹会期及び会期日程について 

   ⑺その他 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前９時５７分 

 

◎開会の宣告 

○石塚事務局長 それでは、改めましておはようご

ざいます。 

  定刻前ではございますが、全員おそろいですの

で、ただいまから議会運営委員会を開催させてい

ただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○石塚事務局長 初めに、吉成委員長よりご挨拶を

申し上げます。よろしくお願いします。 

○吉成委員長 皆さん、おはようございます。 

  本日は、第１回、この後、定例議会があるわけ

ですが、それに先立ちまして、議会運営委員会と

いうことでお集まりいただきまして大変ありがと

うございます。 

  昨日、そして本日と大分暖かくなってきたなと、

春の訪れも近いのかなと、そんな気もいたします

が、今ちまたでは平昌オリンピックで盛り上がっ

て、日本人の選手が頑張って、今７つですか、メ

ダルが獲得されて、この後、金メダルも目指せる

ような種目もあって、これからもまた熱い日々が

続くのかなと、そんな気がいたします。 

  さて、私もメールが入ってきて驚いたんですが、

例の鳥野目浄水場の問題で、相当の地域の方々が

苦労されたというか、逆に言えば、やっぱり水と

いうのはいかに大切かということを改めて今回感

じました。きょうは執行部の皆さんいらっしゃい

ますので、やはりそういった管理については、当

然日ごろから注意はされているんだと思うんです

が、やはりこれまで以上のしっかりとした万全な

体制で臨んでいただきたいなと、そんなふうに思

います。 

  第１回議会に先立ちましての大切な議論となり

ますので、皆様方の忌憚のないご意見をいただき

ながらスムーズな議事進行に努めてまいりたいと

思いますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議長挨拶 

○石塚事務局長 続いて、君島議長よりご挨拶お願

いします。 

○君島議長 おはようございます。 

  きょうは議会運営委員会ということでご出席を

いただきまして、大変ありがとうございます。 

  今回、こうやって議案資料のほうを、議案書の

ほうを見させていただきましたが、例年になく膨

大な量かなというふうに思っております。件数と

しては、次第のほうに59件ということで出ており

ますけれども、限られた時間の中での議会運営と

いうことでございますので、資料は大変多くてと

いったところではございますが、３月定例議会に

おきましては円滑な議事運営ができるよう、議会

運営の皆さんのほうでご協議をいただいて、その

形で進めてまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いを申し上げまして挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市長挨拶 

○石塚事務局長 続いて、市長からご挨拶いただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○君島市長 それでは、改めましておはようござい

ます。 

  平成30年第１回那須塩原市議会定例会に係りま
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す議会運営委員会の開会に当たりまして、一言ご

挨拶を私もさせていただきます。 

  冒頭ではございますが、先週の２月10日から11、

12にかけまして、黒磯地区の一部で発生をいたし

ました水道水の異臭がありまして、市民の皆様に

大変なご迷惑をおかけしましたことに対しまして、

心よりおわびを申し上げたいと存じます。 

  今後は、水道水の安全な確保のために、この管

理体制を見直しまして、このような事案が再発し

ないように万全を期してまいりたいと考えており

ますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いを申

し上げたいと存じます。 

  今回、今後、定例会にご提案を申し上げます議

案につきましては、人事案件が３件、平成29年度

補正予算案件が８件、平成30年度当初予算案件が

10件、条例の制定、一部改正及び廃止案件が24件、

各種計画案件が11件、協議案件が１件、専決処分

の報告案件が２件、合計59件でございます。 

  議案等の概要につきましては、この後、総務部

長から説明をいたさせますが、いずれも大変重要

な案件でございます。ご審議のほど、よろしくお

願いを申し上げまして挨拶とさせていただきます。

よろしくお願いを申し上げます。 

○石塚事務局長 ありがとうございました。 

  では、３の協議事項に入りますが、ここから先

は吉成委員長の進行でお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○吉成委員長 それでは、３の協議事項に入ります。 

  ⑴第２回那須塩原市議会定例会の提出案件につ

いてを議題といたします。 

  市長提出案件について、執行部より説明をお願

いいたします。 

  総務部長。 

○伴内総務部長 （市長提出案件59件について説

明。） 

○吉成委員長 ただいま説明をいただきました。 

  質疑等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、続きまして、即決案件が

あればお願いいたします。 

  総務部長。 

○伴内総務部長 （即決案件13件について説明。） 

○吉成委員長 ただいま即決は13件ということで、

人事案件３件、補正予算８件、条例の一部改正２

件の説明がございました。 

  皆様から質疑等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、質疑等がないようですの

で、議案の取り扱いについてお諮りをいたします。 

  ただいま説明のありました同意第１号から同意

第３号までの人事案件３件と、議案第１号から議

案第８号までの補正予算案件８件、議案第23号及

び議案第25号の条例の一部改正案件２件の合計13

件を即決扱いとすることでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  また、即決案件13件と報告案件２件を除く44件

の議案につきましては、各常任委員会並びに予算

常任委員会へ付託することでご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取
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り扱います。 

  次に、追加案件はございますか。 

  総務部長。 

○伴内総務部長 （追加案件５件について説明。） 

○吉成委員長 ただいまの追加案件の説明に対し、

質疑等はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 質疑等がないようですので、追加案

件の取り扱いについてお諮りをいたします。 

  ただいまの説明のありました追加案件５件が提

出された場合には、即決扱いとすることで異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、議会提出案件についてですが、何か予定

されているものはございますか。 

  課長。 

○増田議事課長 （議会提出案件４件について説

明。） 

○吉成委員長 続きまして、即決案件はございます

か。 

  課長。 

○増田議事課長 今申し上げました発議案件２件を

即決として予定しております。 

○吉成委員長 ただいまの即決案件の説明に対し、

質疑等がございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 ございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 質疑等がないようですので、議案の

取り扱いについてお諮りをいたします。 

  ただいま説明のありました庁舎建設検討特別委

員会の設置について及び議員の派遣についての２

件につきましては、最終日に上程し、即決扱いと

することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、議会提出の追加案件はありますか。 

  課長。 

○増田議事課長 （議会提出追加案件について説

明。） 

○吉成委員長 提出を予定している庁舎建設検討特

別委員会の閉会中の継続審査の申し出については、

最終日に上程される見込みですが、その場合は即

決扱いとすることでご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、⑵に移ります。 

  議案に対する質疑・討論についてを議題といた

します。 

  まず、議案に対する質疑については、先例のと

おり、一問一答方式により行い、時間は質疑のみ

１人15分以内、計画案件に対する質疑も今回から

通告制とすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  次に、討論についてですが、こちらも先例のと

おり、１議題につき１人10分以内、賛成、反対各

５人までとすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  続きまして、⑶会派代表質問についてお諮りい

たします。 
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  今回、４会派からの通告がございます。質問の

方法については、先例のとおり、会派人数の多い

順をもとに一問一答方式により質問席で行い、質

問のみ１会派50分以内とすることで異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  続いて、⑷市政一般質問についてお諮りいたし

ます。 

  今回、16名の通告者がございます。質問の方法

については、先例のとおり、項目ごとに一問一答

方式により質問席で行い、質問のみ１人40分以内

とすることで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、そのように取

り扱います。 

  続きまして、⑸請願・陳情等の取り扱いについ

てと委員会付託についてを議題といたしますが、

ここからの進行を副委員長にお任せをいたします。 

○相馬副委員長 それでは、⑸請願・陳情等の取り

扱いと委員会付託についてを議題といたします。 

  概要について事務局より説明願います。 

  課長。 

○増田議事課長 （請願第1号について説明。） 

○相馬副委員長 説明が終わりました。 

  取り扱いについてお諮りいたします。 

  請願第１号について、どのように取り扱うか、

ご意見を伺います。 

  齋藤委員。 

○齋藤委員 今回の請願内容を見てみますと、道路

整備に関しての請願でありますので、上程し建設

経済常任委員会に付託したらどうかと思います。 

  以上です。 

○相馬副委員長 提案の取り扱いについては上程す

るということで、委員会付託については、建設経

済常任委員会に付託するというご意見がありまし

たが、ほかに意見ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○相馬副委員長 なければ、ご意見のとおり、議案

を上程し、建設経済常任委員会に付託するという

ことでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○相馬副委員長 異議なしと認め、そのように取り

扱います。 

  では、進行、委員長のほうに戻ります。 

○吉成委員長 それでは、次に、⑹会期及び会期日

程についてを議題といたします。 

  別紙に日程（案）がありますので、事務局より

説明願います。 

  課長。 

○増田議事課長 （会期日程案について説明。） 

○吉成委員長 ただいま事務局から説明がありまし

たが、改めて申し上げます。 

  会期につきましては別紙案のとおり、２月23日

金曜日から３月16日金曜日までの22日間とし、会

派代表質問４名については２月26日に、市政一般

質問16名については、２月27日、28日、３月２日、

５日、それぞれ４人ずつとし、議案質疑は３月６

日に行いたいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認めます。 

  また、当初予算案件及び計画案件に対する質疑

通告書の提出期限については、２月26日月曜日午

後１時とし、討論通告書の提出期限につきまして

は、３月13日火曜日の午後５時とすることで異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 異議ないものと認め、会期及び日程

については別紙のとおりといたします。 
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  なお、３月15日木曜日午前10時から予算常任委

員会全体会、同日午後１時30分から議員全員協議

会の開催を予定しておりますので、お含みおきい

ただきたいと思います。 

  次に、⑺のその他についてを議題といたします。 

  執行部から何かその他でござませんか。 

〔「はい、ございません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 委員の皆さんから、何か執行部に対

してございますか。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、この後、議会側でその他

に入りますので、執行部の皆様につきましては、

ここで退席をお願いしたいと思います。 

  大変にお疲れさまでした。 

  ここで、それでは暫時休憩といたします。 

  それでは、５分間でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、５分間の休憩をとってまた再

開しますので、よろしくお願いします。 

 

休憩 午前 １０時３６分 

 

再開 午前 １０時４３分 

 

○吉成委員長 それでは、休憩前に続きまして会議

を再開いたします。 

  その他ということで、前回に引き続きまして、

議会基本条例の検証についてを議題といたします。 

  前回、本格的な検証作業に入って、前文から４

条までを検証したわけであります。さまざまなご

意見をいただきながら会議を進めたわけですけれ

ども、事務局、それから私、副委員長とも打ち合

わせを今回いたしました。 

  そういった中で、やはり多くの、さまざまなご

意見が出ているということで、それをその場で、

会議の中で全てをまとめていくというのはかなり

の時間もかかりますし、簡単ではないなというこ

とを前回、我々も痛感をいたしましたので、今回

の検証作業につきましては、それぞれお手元に資

料がいっていると思いますが、段階評価、管理評

価、各会派からの意見、今では当然こういう場で

決めていくことは可能なんですが、それ以降の評

価及び管理に関する意見、それから今後の改善策

等については、やはりある程度目安となる案を出

させていただいて、それを皆さんで協議をいただ

いて決めていきたいなと、そのようなことで我々、

委員長、副委員長、そして事務局の間で決定をい

たしましたので、きょうはこのような形で皆さん

にお示しをさせていただいて、この後、検証作業

を進めてまいりたいと思います。 

  それで、前回の中では、特に今後の改善策につ

いては全くの白紙の状態であったわけです。そう

すると、これを前文から21条まで全てここを抜い

て検証作業をやると、また前文に戻って、じゃ、

今後の改善策をどうしましょうかという議論にな

るわけです。 

  二度手間になってしまいますので、既に４条ま

ではやっていますが、きょうからの作業は、今後

の改善策を皆さんにご議論いただいて、決定して、

次の条、次の条、次の条という形で移ってまいり

たいと思いますが、そのような形で今後の検証作

業を進めたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、改めまして前文をごらん

ください。 

  前回、段階評価Ｂ、管理評価２、そして各会派

からの意見、今回、評価及び管理に関する意見
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（案）、それから今後の改善策（案）ということ

でお示しをしております。 

  これらについて、室井主査のほうから説明をお

願いします。 

○室井主査 それでは、まず前文からでございます

が、前回の会議の中でもお出しいただいた意見、

そちら表現等については、正副委員長と事務局で

整理してお示しするというのは、前回からもその

ようになっていたと思います。 

  その中で、前文につきましては、意見案という

ことで、このような形でまとめました。こちら下

線引いてある部分なんですけれども、こちらは案

としての肉づけの部分でございます。 

  前回、委員の皆様から出ていた意見、まとめた

意見としては、政策立案及び政策提言に今後より

力を入れていくべきであるという意見でまとめた

ところをこのような形で、前文は本条例制定の趣

旨でもあるが、今回は条例制定の目的を達成する

ため、本文中でうたっている市の政策決定は事務

の執行、監視、評価及び政策立案または政策提言

のさらなる尽力が必要であるという形でまとめさ

せていただきました。 

  続いて、今後の改善策案でございますけれども、

こちら条例全体の、もう本当に根幹の部分でござ

いますので、管理評価でも前回２ということで、

改正せず、改善していくというような評価をいた

だいているところでございますので、案としまし

ては、本項目は条例の根幹であるため、具体的な

改善策については、各条文の中で改善策を考察す

るというような意見でまとめてみました。前文に

ついてはこのようになっております。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  今、室井主査のほうから説明をいただきました。 

  まず、評価及び管理に関する意見（案）につい

て、皆さんから何かございますか。 

  説明いただいたとおりに、肉づけをしっかりし

ていただいた中での表現としております。 

  特段ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、次に、今後の改善策（案）に

ついてなんですが、こちらは今回初めてお示しを

しているわけですが、もう説明のとおり、前文に

関しましては、その後の目的から当然21条の改正

まで全てがここに関係しているということで、表

現としてはこのような形で、今後の各項の中で改

善策を考察するというふうな表現とさせていただ

いています。 

  何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、これに関しましては、前

文に関しましては、このような検証でよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、この形とさせていただきます。 

  続きまして、目的、第１条について、これにつ

いても室井主査のほうから説明をお願いします。 

○室井主査 続いて、第１条、目的でございます。

こちらについてなんですけれども、前文と違って、

これ下線を引いてあるところはございませんが、

先ほど申し上げましたように、下線の部分につい

ては案として肉づけした部分でございますので、

今後のこの後の２条以降もそのような形で説明さ

せていただきたいと思います。 

  １条のこちらの意見に関しましては、前回の会

議でまとまっているのは、実際の事務の立案、決

定、評価における論点、課題を広く市民に明らか

にする手法を今後さらに考えていくべきであると

いうことで、前回の会議ではまとまってございま

す。ほぼ同じような形でまとめました。 

  本条例の目的に掲げている自治体事務の立案、
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決定、執行、評価における論点や課題を広く市民

に明らかにしていく工夫を検討すべきであるとい

うことでございます。 

  今後の改善策（案）でございますけれども、こ

ちらもちょっと前文と似たところでございますが、

こちらの条文も全体の目的を示している条文でご

ざいますので、具体的な改善策については、各条

文の中で改善策を考察というような形でまとめさ

せていただいたところでございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  それでは、評価及び管理に関する意見について

は、前回同様になっておりますので、これについ

ては、特段、皆さんからご意見はないと思うんで

すが、よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 続きまして、この改善策のほうです

が、今、室井主査のほうから説明があったとおり、

前文と同じような目的ですか、扱いということで

す。 

  何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 じゃ、これもこのような形でよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形とさせていただ

きます。 

  続きまして、基本理念ということで、第２条に

移りたいと思います。 

  それでは、室井主査のほうからお願いをいたし

ます。 

○室井主査 じゃ、次の第２条でございます。すみ

ません、ちょっと意見案の説明に入る前に、すみ

ません、説明不足で、各会派からの意見で今回ち

ょっと色塗りしてある部分があると思うんですけ

れども、この色塗っているところというのは、類

似した意見をちょっとわかりやすくまとめてある

ものでございます。 

  それでは、意見案についてご説明させていただ

きます。 

  こちら下線引いてございませんので、これも前

回意見が出ていたものを文章としてまとめさせて

いただいたものです。公平かつ公正な議論を尽く

すため、議員間討議を活発に取り組む必要がある、

このような意見で前回も出ていたものでございま

すので、このようにまとめさせていただきました。 

  今後の改善策案でございますけれども、実際、

議員間討議については、この後の４条であったり、

12条とかそういったところで議員間討議について

は触れていきますので、こちらも基本理念という

捉え方からすれば、具体的な改善策については、

各条文の中で改善策を考察するというような形で

まとめてございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  それでは、それぞれ評価及び管理に関する意見

は、重立った意見が出て、前回も議論しましたが、

それを踏襲した形としてこのような表現をしてお

ります。 

  これらについてございますか、何か。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、今後の改善策についてですが、

これも前文、それから１条同様の表現としており

ますが、これでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、基本理念、２条について

はこのような形とさせていただきます。 

  続きまして、議会の活動原則、第３条になりま

す。 
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  それでは、３条についての説明をお願いします。 

○室井主査 続いて、第３条の意見の案でございま

すが、こちらについても、前回の会議の中で出て

いた意見をそのまま文章にさせていただきました。

開かれた議会運営について、さらなる取り組みを

検討するとともに、より多くの市民に情報の公開

を図るため、公共施設への議会中継等も検討とい

うことを出していただいたところでございます。 

  それに対する改善策ということで、案のほうを

示させていただきました。公共施設等における議

会中継の実施を検討する場合は、各施設のテレビ

の設置状況であったりとか、当然中継するために

は資機材が必要でございますので、テレビのほか、

そういった資機材等、執行部との調整を要すると

いうことでまとめさせていただきました。 

  以上でございます。 

○吉成委員長 それでは、この第３条の⑴というこ

とになりますけれども、１項ということになりま

すが、評価及び管理に関する意見については、も

う黄色の部分を踏襲した形としてこのような表現

をしております。 

  いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 このような形でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、今後の改善策ということ

で、こういう表現にしたんですが、これらちょっ

ともう一度議論していただければと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

  この改善策については、当然予算を伴うという

ことですので、執行部との調整を要するという言

葉で締めくくっています。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 それでは、このような表現でよろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、⑴についてはそのような表現

とさせていただきます。 

  それでは、第３条の２項に移ります。 

  説明をお願いします。 

○室井主査 続いて、３条の２号でございます。こ

ちらも前回の会議のものを踏襲をさせていただい

たものでございます。議員は、市の事務執行の監

視及び評価の向上を図る、こちらが出ていた意見

でございまして、また、会派代表質問と市政一般

質問の違いを明確に把握して質問を行う、こちら

は前回の会議の中でもこのような形でまとめてい

たと思います。 

  また、この改善策についてなんですけれども、

こちらこの意見の中で具体的な取り組みをここで

明記しておりますので、改善策については、特段、

意見のとおりということで記載のほうはしてござ

いません。 

○吉成委員長 それでは、この第３条の２号、⑵に

ついて、このような形で評価及び管理に関する意

見といたしましたが、いかがでしょうか。 

  各会派から出ている意見をここに踏襲しました

ので、これでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形と、このような

表現とさせていただきます。 

  それから、今後の改善策については、強いてこ

こでは取り上げませんでしたが、これでよろしい

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形とさせていただ

きます。 

  続きまして、第３条、⑶について説明をお願い

します。 

○室井主査 ３条についてでございます。こちらは
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意見に関しまして一部下線を引かせていただいた

ので、こちら肉づけした部分になります。 

  なので、前段のこれまで幾つかの政策提言は特

別委員会などを設け取り組んできている中でと思

われるということで、まずは、この特別委員会等

を設けというのは前回も出たような意見ですので、

この辺も肉づけはしましたが、おおむねこのよう

な形で前回の委員会ではまとめ上げたものでござ

います。そこに、政策立案について技術的な向上

を図るというのを肉づけさせていただきました。 

  今後の改善策についても、この意見のところで

下線の部分をつけ加えることによって、特段、こ

ちらで改善策を明記しなくてもよいかなと思いま

して、このような案を示させていただいたところ

でございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 それでは、評価及び管理に関する意

見については、下線の部分がございますが、この

部分が皆さんの意見以外の、政策立案について技

術的な向上を図るということで少し足した部分に

あります。 

  何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 では、この表現でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  それから、今後の改善策については、何か皆さ

んからあればですが、いかがでしょうか。 

  なければ、もうないということで次に移りたい

と思いますけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、⑶についてもこのような

表現とさせていただきます。 

  続きまして、⑷についてお願いをいたします。 

○室井主査 ⑷でございます。⑷は、議会改革につ

いて取り組むことというところで、こちらも前回

委員会の中で出た意見をおおむねそのまま記載し

てございます。市民のための議会を目指し、今後

とも協力して議会改革に取り組むということでご

ざいまして、このようにまとめました。 

  今後の改善策については、ちょっとまとめては

ございませんが、ご意見があればということで、

先ほどの３号と同じような形で案として提示させ

ていただきたいと思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 それでは、ここについてはいかがで

しょうか。 

  市民のための議会運営を目指し、今後とも継続

して議会改革に取り組むというような意見として。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 じゃ、これらについてもよろしいで

すか、この表現で。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それから、今後の改善策についても

特段ないということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 黒ポチがあるんですが、改正等を求

める意見ということで、条文について、改めて議

会の重みを表現するために、条文に、ここに憲法

を入れてはどうかということではありますが、実

際にもう既に評価のところを見ると、すみません、

管理評価のところを見ると、全て２という表記に

なっていますので、条文自体を改正するという意

見にはなっておりませんので、こういう意見もあ

ったということで、ここの部分はもう既に段階評

価と、それから管理評価が出ておりますので、こ

ういう意見もあったということで次に移らせてい

ただきます。 

  次に、議員の活動原則についてということで、
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４条にこれはなります。 

  それでは、４条についての１号について説明を

お願いします。 

  室井主査。 

○室井主査 １号でございますが、こちらについて

は、前回の委員会においては保留になっていた部

分かと思います。なので、段階評価、管理評価に

ついては、まだ空白状態になってございます。 

  評価及び管理に関する意見というところの案で

ございますが、全部下線引いてありますけれども、

基本的にはこちらの内容は、前回、皆様から出し

ていただいた意見を踏襲というか、そういう形で

このようにまとめたほうがよろしいかなと思いま

して、まとめてございます。 

  その内容につきましては、議員として出席する

イベント等では、全ての地域に出席できない現状

にあると。議員個人の地域性があることは否めな

いが、議員として市民全体の福祉向上のため、地

域に偏ることのないスタンスであることが大前提

で議員活動を行っているという意見でまとめてご

ざいます。 

  改善策についても、こちらの会派から出ていた

意見も、出ておりましたけれども、今後も那須塩

原市議会議員政治倫理条例を遵守し、全体の奉仕

者として議員活動を行っていくというような形で

まとめてございます。 

  このような案についてちょっとご議論をいただ

きまして、改めてご議論いただきまして、あと段

階評価とか管理評価に当たってもご検討いただけ

ればと思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  ここの部分につきましては、この段階評価、そ

れから管理評価、さまざまな前回意見が出たとい

う経緯があって持ち越しをいたしました。それが

ありますので、当然この段階評価、管理評価をそ

れぞれご意見をいただきながら決めていかないと、

その先に進みませんので、それではこの段階評価、

管理評価についてのご意見をお伺いしたいと思い

ます。 

  いかがですかね。 

  ここ結構前回分かれましたからね、意見がね。 

  どうでしょう。段階評価からまず、じゃ、皆さ

ん、ご意見をお伺いしたいと思いますが。 

  評価としてＡであれば、達成しているというこ

とです。Ｂであれば、おおむねですから７割ぐら

い、Ｃであれば５割、Ｄであれば３割、Ｅであれ

ば未着手という評価になりますね。 

  議員は、一部の市民、団体及び地域に偏ること

なく市民全体の福祉向上のために活動をすること、

これがどのぐらい活動できているかという評価で

すね。 

  これに関しましては、この⑴、１号ということ

になりますかね、については、Ｂ評価のところが

会派としては一番多いんですかね。Ｂ評価と、実

はＤ評価に分かれていますね、これ。間がないん

ですよ、Ｃ評価というのがね。前に出していただ

いたご意見がね。 

  誰かご意見ございませんか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 このままだと進まないんで、私が意見

を言います。 

  評価及び管理に関する意見の案がまとまってい

ることと思いますが、これは必ずスタンスとして

は大前提で行っていくんですけれども、実際には、

これできていない現状にあるということであれば

Ｄかと思います。 

○吉成委員長 Ｄという案は、会派自体としてもさ

きに出していただいて、ご意見ということですね。 

  Ｂという評価をしている会派がほか幾つかあり
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ますので、どうでしょうか。 

  最終的には、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと５回答です。 

〔「じゃ、いいですか」と言う人あり〕 

○吉成委員長 はい。 

○鈴木委員 多分Ｂで評価していると思うんですけ

れども、基本的に、まず目に見える、地域に偏っ

ているところが私もあると思います。その団体と

かね、それは認めるんですけれども、多分、みん

な基本的にこう予算書、決算書の議案が出てきた

ときに、まずは那須塩原市全体を見て判断してい

く、そういうことを考えながらふだんも議員とし

て活動していると私は思うんで、その割合が議員

として８割、９割になっていて、あとは地域の、

自分が住んでいるとか、地域のつながりというの

は正直にはあるような部分で、そう考えると、そ

こだけ上の１割、２割だけ見ると、確かにＤとい

う評価になるんだけれども、総合的に見た、議員

としてどういうふうに考えているかというふうに

考えると、Ｂでもいいんじゃないかなと思います。 

  ですから、この評価及び管理意見の案、それか

ら今後の改善策というものを拾い取ってもらった

文章になっているかなと、Ｂ評価です。 

  以上です。 

○吉成委員長 当初のご意見にＢというご意見が出

ました。 

  ここでこの後の評価及び管理に関する意見と、

それから今後の改善策というところまで、今回、

政治倫理条例にうたっているとおりの活動をしま

しょうよというふうに改善策として入れているわ

けですね。 

  そうなった場合に、じゃ、評価がどこなのかと

いうふうに逆算としても、これを認めてくれるか

どうかは別として、そういうこともちょっと考慮

した考えをしていただくと、ある程度評価という

のが導き出せるんじゃないかと思うんですが、例

えば、このまま進めていくと、いつまでたっても

というふうに成りかねないんですが。 

  じゃ、森本委員、どうぞ。 

○森本委員 私は、会派の中でＢという評価で出さ

せていただいてはいるんですけれども、例えば鈴

木委員が言ったように、一人一人、みんなが大々

的にある程度地域偏向というのはあるのかなとい

うのは思ったんで、そういう意味で、みんなが地

域偏向しているだけでＢかなというふうに私も賛

同している部分があったんです。 

  ただ、鈴木委員の話を聞いた中で、一人一人と

いうふうに見た中で、偏向している部分もあるけ

れども、全体を見ている部分をみんな持っている

よねというのは、やっぱり賛同できる部分もある

なというのを感じたんです。 

  そうすると、両方の意見をとると、間をとって

Ｃぐらいかなというふうに私は感じたんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○吉成委員長 間をとったという表現をしなくて、

Ｃ評価が活動としては適切かなということですよ

ね。 

○森本委員 はい。 

○吉成委員長 ということで、Ｂ、Ｃ、Ｄ、３つの

ご意見が出ました。 

  いかがでしょうか。 

  多数決をとるというわけにはなかなかこれいか

ないんで、すり合わせという表現させていただき

たいと思うんですが、それぞれご意見をすり合わ

せをして最終的に結論を出したいと思うんですが。 

  中村委員。 

○中村委員 今の意見を聞いて、そしてどっちの、

評価及び改善策等々を考えると、Ｃがすり合わせ

の妥当な線かなというものも感じられるので、Ｃ

というものもいいんじゃないかなと。 

○吉成委員長 今、お二人の方から段階評価Ｃでい
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いんじゃないかと、50％ぐらいの達成率でどうで

しょうかというご意見なんですが、いかがですか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 それは、あくまでもやろうとしている

ことであって、現実にはできていないということ

で評価をしたいと思うんです。ですからＤなんで

すけれども、これからやろうとしているというの

は、そこら辺、ＡでもＢでもいいかと思うんです

けれども、現実問題としては、やろうとしていて

も実際にはできていないんで、Ｄ評価という形で

意見を述べました。 

○吉成委員長 わかりました。 

  ご意見はごもっともで、わかるんですよ。それ

を否定する気はないんですが、最終的には我々、

一つの意見としてまとめなくちゃいけないという

ことで、今、お二人の方はＣでいいんじゃないか

という表現、そういうご意見があったんで、いか

がですかね。 

  佐藤委員のほうは、でもＤじゃないかというこ

となんですが、こういう協議の場ですから、大方

の意見を優先したいとは思うんです。少数意見の

尊重というのもありますが、この場合、やはり最

終的にはまとめ上げなくちゃいけませんので、い

かがですか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 自分の中ではＢだと思っています。思

っていますけれども、ここをまとめていくという

意味ではＣで、ここに時間をかけないで、Ｃでい

いという流れでいいんではないかなと思います。 

○吉成委員長 ただいま鈴木委員のほうから、Ｃで

もいいんじゃないかというご意見がございました。 

  いかがですか。 

  山本委員。 

○山本委員 半分という評価というのは、そんなに

すばらしいものではないと思うんです。半分でき

ていない、あるいは半分はできているんだという

ふうなものなので、個人的なことで言うと、いろ

いろ自分のことはあると思うんですが、全体を考

えるときには、やはりＣでいいんではないかなと

いうふうに聞いていて思いました。 

○吉成委員長 そういうご意見です。 

  佐藤委員、どうでしょうか。 

○佐藤委員 コメントしません。 

  これ以上言うと、もう堂々巡りになるだけです。 

○吉成委員長 じゃ、皆さんにお諮りします。 

  大半の意見が段階評価としてはＣでいいんじゃ

ないかということなんですが、いかがですか、Ｃ

で。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、段階評価はＣとさせてい

ただきます。 

  続きまして、管理評価についてですが、管理評

価については１、２、３、４ということになりま

すけれども、いかがでしょうか。 

  Ｃ評価で、今後の改善策まで、例えばこれを認

めていただくということになれば、やはり達成に

向けて今後の取り組みを検討するというふうな形

になるのかなということになると、２というふう

になりますかね。と思うんですが、いかがですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

  じゃ、２と。 

  じゃ、評価及び管理に関する意見ということで、

今回このような意見を挙げているんですが、いか

がですか、このような意見で。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○吉成委員長 じゃ、続きまして、今後の改善策の

案ということで、これは先ほど来ありますけれど

も、政治倫理条例を遵守するというふうにうたい

ました。 

  いかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  それでは、続きまして、２号、⑵について、室

井主査お願いします。 

○室井主査 続いて、２号でございます。２号につ

いても、評価及び管理に関する意見については、

前回の会議の中では、議員としての説明責任を果

たせるよう努力するという意見でまとめてもらい

ました。その中で段階評価もＢ、管理評価も２と

いうものが出していただいたところでございます。 

  それを踏まえた上で、案としましては、議員は、

議会全体の活動を市民に理解できるよう、わかり

やすい説明に努めるということでまとめてみまし

た。 

  今後の改善策案でございますが、これも従来取

り組んでいることでございますけれども、今後と

も継続してホームページ及び議会報告会並びに議

会だより等の広聴広報機能を活用し、議会活動の

説明に当たっていくというような形でまとめてご

ざいます。実際、会派から出てきている意見も、

達成しているけれども具体的にというような意見

もありましたので、こういう形でまとめさせてい

ただきました。 

  以上です。 

○吉成委員長 それでは、評価及び管理に関する意

見ということではこのような表現にしましたが、

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、そうさせていただきます。 

  続きまして、改善策（案）になりますけれども、

これについても、ここで昨年、我々議運の研修会

を当時の山本委員長のもと、７回にわたってやっ

たわけですが、その講師であった中村健先生が、

我々、ついこう広報広聴という言葉を使いました

けれども、広聴広報だろうというふうな指摘を受

けたんです。それで、ここも広聴広報機能を活用

しというふうに入れかえた表現としております。 

  この改善策については、表現としてこれでよろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形とさせていただ

きます。 

  続きまして、⑶に移ります。 

  説明お願いします。 

○室井主査 ⑶についてでございますが、こちらに

ついては、前回の会議では、議員間討議をより進

めるという意見をまとめていただいてございます。

そして、段階評価もＣ、今後の管理評価について

は２というようなご決定をいただいているところ

でございますが、これについて下線の部分で肉づ

けをさせていただいております。 

  平成28年度から委員会において試行的に導入が

始まったが、今後積極的に議員間討議を行ってい

くということでまとめてございます。 

  改善策案についてですけれども、議員間討議を

進めていくに当たってはというところがポイント

になりますが、議員間討議の運用方法については、

委員会で取り組んでいく中で必要に応じて正副委

員長会議などで検証を行い、将来的には本会議で

も導入ができるか研究すると。 

  この後の12条になるとは思うんですが、実際、

議員間討議を条文でうたっている中では、本会議、

また委員会で取り組んでいくという条文がこの後
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出てくる、12条だったと思うんですけれども、そ

ういったものもありますので、ここでこのような、

今回、将来的な話も取り込んでございます。 

  そして、また正副委員長会議についても、実際、

29年12月定例会の委員会審査のときに、一度、議

員間討議の進め方については、正副委員長会議を

開いて、そういった中で進め方も協議いただいて

いますので、こういった形で改善策をまとめたと

ころでございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  それでは、評価及び管理に関する意見というこ

とで、議員間討議を今後も積極的に行っていきま

しょうと。実際には、平成28年に委員会でやりま

したよということをちょっと加え、表現としては

これでよろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、次の改善策についてですが、

これは少し踏み込んだ表現をしております。先ほ

ど室井主査からも説明あったように、正副委員長

会議は、昨年12月議会前に実際に開催をして、議

員間討議を統一した形でやっていこうということ

での一致は見ているんです。 

  そういったことも今後はしっかりと捉えながら、

また本会議の中でも、議員間討議も条例の中でう

たっているんです。ただ、やり方としては少しこ

れ研究しないと、なかなか簡単にはできることじ

ゃありませんので、そこをちょっと問題提起をし

たという形で改善策として表現をしております。 

  何か意見ございますか、この件について。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、こういう表現とさせていただ

きます。 

  続きまして、⑷についてお願いします。 

○室井主査 続いて、⑷でございます。⑷について

は、４号については、議会は今後ともみずからの

資質の向上に努めることとするという意見と、段

階評価はＢ、今後の管理は２ということでまとめ

ていただいたところですが、こちら案にあります

ような下線の部分をごらんいただきたいんですけ

れども、実際に資質向上に努めるという内容とし

ては、今後とも先進地視察を通して全国のさまざ

まな事例を調査研究し、研修会や講演会などに積

極的に参加するなどして資質向上に努めるという

ことでまとめたんですが、今後の改善策案につい

ては、おおむね意見のところでまとめているので、

あえてちょっとこちらのほうは意見の中で今後の

課題等も提起しているので、実際に記載のほうは

しておりません。 

  以上です。 

○吉成委員長 それでは、これについてはいかがで

しょうか。 

  こういった表現になるかなと思うんですが、よ

ろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  その下に黒ポチがあるんですが、これも条文に

ついて、改めて議員の責務の重みを表現すべきで

はないかということで、議員は、二元代表制の一

翼を担うんだというふうな表現をしてはどうかと

いうことだったんですが、既に全て管理評価のと

ころは２になっていますので、これはこういった

意見があったということでお含みおきいただけれ

ばと思います。 

  ただ、実際には４号までしかないんですが、５

号として、こういう提案がなされています。議員

は、市民の代表としてのふさわしい品位を保つと
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ともに、公務である議員活動を最優先するよう努

めることというのを加えてはどうかという意見が

ございます。 

  これについてはいかがでしょうか。 

  要は、必要あるか、ないかということですけれ

どもね、要は。 

  この意見出したのは我々公明クラブなんで、多

少説明させていただくと、議員として、議会じゃ

なくて議員としての活動の中で、先ほどありまし

た地域に偏ったというような話がありますから、

逆に言うと、今度地域に行事であったり、全体行

事もありますけれども、そういったものが結構欠

席する場合も我々あるわけです。 

  ただ、議員としてそういうふうな声がかかった

場合には、やはり当然さまざまな用があって出ら

れないときもあるでしょうけれども、捉え方とし

ては、最優先で捉えるべきじゃないかということ

で、こういう⑸、５号をうたってはどうかという

提案なんです。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 基本的なことだと思いますよ。ちょっ

と文章にするかどうかということなんですけれど

も、文字にしたいということであれば、私は否定

しないのでいいと思います。 

○吉成委員長 そういったご意見がございます。 

  ほかいかがでしょうか。 

〔「質問したいんですけれども、いいです

か」と言う人あり〕 

○吉成委員長 はい、どうぞ。 

○山本委員 すみません、今の吉成委員長の説明だ

と、地域の行事などに出席することをちゃんと最

優先をというお話だったと思うんですけれども、

公務である議員活動という言い方をすると、地域

の行事に出席を求められて出るということは公務

にならないのではないのかなと思うので、この表

現をしてしまうとどうなんでしょうか。 

  言っていることはよくわかりますし、必要だと

思うんですが、条例というところに公務である議

員活動というふうな表現は、何ていうんですかね、

ふさわしいのかなということをちょっと思ったん

ですけれども。 

○吉成委員長 そう言われると、確かに地域で呼ば

れること、そういう表現しましたけれども、それ

が公務じゃない可能性も高いんでしょうね。ただ、

我々さまざまな通知をいただきますよね、出席依

頼が。議員だから、そういった通知が来ますよね。

だから、それが全てが公務ではないとは思います

けれども、そこをどう捉えるかという問題ではあ

ると思うんです。 

  気になるのは、例えば我々議員席が用意されて、

ある式典でも何でも用意されていて、結構あいて

いたりする場合というのがありますよね。その辺、

非常にこれまでもちょっと気になっていた部分が

あったんで、極力我々議員として、そういったも

のに出たらどうかと、それを位置づけするにはど

ういう表現がいいかなということで、こういう表

現にしてはみたんですが、これは事務局のほうで

何かご意見ございますか。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○吉成委員長 はい。 

○増田議事課長 今、局長とも少し話していたんで

すけれども、議会活動は公務ですけれども、議員

活動は私も公務じゃないと思いますので、議会活

動が公務でありますので、先ほど発議、今度は発

議で議員の派遣、議会報告会、あれ議決案件にな

っていますけれども、あれは公的な活動ですので、

ああいった形で発議をするようなわけですので、

議員活動は公務には当たらないので、この公務で

あるというのを除けば、この条文を加えることは

何ら問題ないというふうに事務局としては考えて
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おります。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  そういう今アドバイスをいただきました。であ

れば、この公務であるを抜いていただいた表現と

して、議員は市民の代表としてのふさわしい品格

を保つとともに、議員活動を最優先するよう努め

ることという表現になりますが。 

〔「いいですか」と言う人あり〕 

○吉成委員長 はい。 

○森本委員 確認したいんですけれども、これ一応、

管理評価２ということは決定していて、修正はし

ないという前提でとりあえずこれをつけるかどう

かという話、これ…… 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、局長。 

○石塚事務局長 この文言どうこうということにな

ってきますと、何を最優先するのかということに

なれば、議会活動が最優先になるわけです。です

から、あえてこれ、それぞれの議会活動を最優先

というのが文言としてはなってくるのかなと。で

あれば、公務というのは入れても別に差し支えは

ない。 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 皆さんが要らないと言えばそれで構

わないんですけれども、ただ、一言言いたいのは、

この基本条例は当たり前のことを全てうたってい

るというのが基本なんですよ。それはご理解いた

だいて。 

 じゃ、本来であれば、ここに載せなくたってい

いやつもあるわけですよね。委員会条例の中にあ

るよと言えば、それで終わっちゃうようなものも

当然あるんですよね。 

  じゃ、これについては、皆さんの賛同があって

初めて１項ふえると、１号ふえるということにな

りますので、さまざまなご意見があるということ

で、これについては、今回は取り上げないという

ことにさせていただきますが、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、続きまして、委員会、５条に

なります。５条についての、まず１項ということ

になりますね。 

  説明をお願いします。 

○室井主査 ５条の１項でございますが、こちら委

員会についてでございます。こちらは会派からの

意見で色塗りしているものと、していないものと

ありますけれども、類似している意見で、まず黄

色の部分で機能強化、政策立案機能強化、あとや

はり政策立案していける努力が必要と。 

  その下、緑の部分では、提言できるような視察

の充実、その下も提言できるような研修というの

が出てきております。また、その下では、政策提

言、立案というのを行っているものの、積極的と

は言いがたい、その後の検証をきちんと行うべき

と。 

  あと、もう一つ、下線引いてある、このある程

度できているところまではレベルを上げる必要が

あると。これは１項、２項にまたがってこう意見

をいただいたのであえてちょっと下線引きました

が、内容を見る限りには、黄色の意見に近いのか

なというような意見でございました。 

  おおむね意見案としましては、こちらに記載し

たとおり、この５会派から出てきた意見を踏襲さ

せていただきまして、委員会は、政策立案及び提

言を積極的に行うため、必要に応じ各委員会にお

いて機能強化を図りながら取り組むというような

ものにしてございます。 

  実際、今後の改善策ということで、こちらにつ

いては、実際、具体的にはどういうふうに、じゃ、

機能強化とかしていくのかといったところもちょ

っと盛り込んでみました。 
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  内容としましては、委員会は、自治体の先進事

例の視察、また執行機関や関係団体との意見交換

や情報交換を行い、政策立案及び政策提言に結び

つくよう取り組む。委員会運営においては、議案

審査の現状を委員会内で意見を出し合って、課題

があるか議論をいただいて、委員会の機能強化に

努めていただくというようなものでまとめました。 

  また、政策提言と立案という面から言えば、そ

の下、黒ポチ下に政策形成サイクルの確立、委員

会としてどういうテーマに取り組んで、２年間で

あれば２年間取り組んでいくのかという、そうい

ったものを確立する必要があるのではないかとい

うところでの改善策でございます。 

  こちら意見、評価、管理に関する意見と改善策

を踏まえていただいて、段階評価及び管理評価の

ほうを検討いただければと思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 説明を今していただきました。 

  ここからが本日の実際にスタートするところに

やっと来たんですけれども、委員会については、

評価及び管理に関する意見ということで、これは

各会派から出たご意見をまとめたものということ

になります。 

  その上で、段階評価、それから管理評価につい

てご意見いただきたいと思うんですが、まず、段

階評価ですね。それぞれの１号についての、すみ

ません、１項についての評価については、これ結

構ばらばらなんですよね。Ｂ、Ｃ、Ｄというふう

に分かれていますね。ここはなかなかまとめるの

も難しいかなという気がするんですが、かなりば

らつきがある、それぞれ会派間で評価が違ってい

ます。 

  ちなみに、多分資料、もしない方がいると困り

ますので、那須塩原クラブがＢ、公明クラブＣ、

敬清会Ｃ、志絆の会Ｃ、自民クラブＤ、フロンテ

ィアなすのＣ、かがやきＤと、こういうふうに分

かれているんですね。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 これの話は進んでいかないという印象、

これはまずいというか、この条文に提言を積極的

に行うというふうにうたっていて、今まで、かつ

て提言をしたことはないと思います。実績がＤか

なと、評価はＤとなってしまうかと、Ｃと言いた

いような気もしたんですけれども、Ｄかなという

ふうに思います。 

  以上です。 

○吉成委員長 今、このＣから、ＣからＤと言った

んですね。 

○鈴木委員 うん。 

○吉成委員長 Ｄ評価というのは、一応３割以下と

いう…… 

〔発言する人あり〕 

○吉成委員長 補佐。 

○福田議事課長補佐 今、鈴木委員からお話しあっ

たんですが、提言というのは今までないというお

話だったんですけれども、この委員会には特別委

員会も含まれますので、特別委員会としては、提

言はしているという実績はございますので、この

辺は加味いただきたいと。 

○吉成委員長 これまで、だから特別委員会の中で

ということになると、庁舎と、それから総合計画、

放射能の提言は出したんですよね。あと、報告委

員会も。 

  今、特別委員会等での政策提言とか、意見、要

望等も出してきているわけですね。たくさんのも

のを出しているわけじゃもちろんないんですけれ

ども、幾つかはやってきているのは間違いありま

せん。 

  そういうことをちょっと考えると、ＣかＤかぐ

らいになるんですかね。その辺が妥当な評価にな
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ってくるのかなという気がするんです。 

  佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 一応、那須塩原クラブはＢにはしてい

るんですけれども、ちょっと頭が痛くて意見言い

づらいんですけれども、やはりこの何割かという

ことになると、もちろんＣかＤかとは思うんです

けれども、多分、４割ぐらい達成しているんでＣ

だと思います。 

○吉成委員長 どうでしょうか。 

  Ｃぐらい妥当かなというご意見も出てきていま

すが、よろしいですか。 

〔「はい」「いいです」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、Ｃ評価とさせていただき

ます。 

  そして、管理評価は、この後のやっぱり今後の

改善策等も、もしこういったご意見でまとまると

すれば２ということになると思うんですけれども、

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、２とさせていただきます。 

  じゃ、続きまして、評価及び管理に関する意見

ということで、このような表現させていただきま

したが、これはよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形をとらせていた

だきます。 

  今後の改善策ということで、細かくそれぞれ先

進事例の視察とか、関係団体との意見交換、情報

収集等々、ここでは改善策を挙げさせていただき

ました。それから、黒ポチの２の中でも、政策を

実際につくり上げるためには、このサイクルをし

っかりと形成していかなきゃ無理だろうと。 

  これは、基本条例をつくるときの視察先として

会津若松市議会に行ったんですが、そこのメーン

はこれだったんですね、実はね。やはり政策形成

サイクルをしっかりつくらなきゃだめよという、

条例つくってもこれだけじゃだめよということを

指導受けたんですが、なかなか今現在、そこまで

至っていないということがあるんで、今後の改善

策として一つ入れさせていただいています。 

  これらについてはご意見ございますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  続きまして、２項のほうに移りたいと思います。 

  室井主査、説明お願いします。 

○室井主査 続けて、２項でございます。こちらに

ついては、委員会における請願、陳情の審査を提

出者の意見を聞く機会を設ける努めという条文で

ございますが、これに対する会派からの意見は、

行っているとか、意見聴取は基本行うとした方が

審査しやすい、あとはある程度できているところ

もあれば、レベルを上げる必要もあるという意見

でございました。 

  これらをもとに、評価及び管理に関する意見と

いうところですが、こちらも今までの経過をちょ

っと踏まえた上での案になってございます。 

  参考人招致、参考人制度については、今年度も

取り組んだ経過はございますが、また、あと参考

人招致や常任委員会協議会で提出者からの意見を

聞いた上で審査は行ってきたと。実際、こちらも

各常任委員会で協議会に切りかえて、そういった

形では今までも行ってきたところでございます。 

  そして、今後も審査に当たっては、できる限り

提出者の意見を聞く機会を設けるよう取り組むと、

このような形でまとめてございます。 

  今後の改善策のほうに記載はございませんが、

継続して取り組むとか、そういった意見でもよろ

しいかとは思いますが、あえてここも評価、管理
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に関する意見ということで、機会を設けて取り組

むというふうにまとめてございますので、改善策

としてはそのまま下の意見と合致するかなと思い

まして、こちらの改善策の記載はございません。 

  これらを踏まえて、段階評価、管理評価のほう

をご協議いただきたいんですが、段階評価的、各

会派から、以前お配りした資料をごらんいただい

てもわかりますように、Ａであったり、Ｃ、Ａ、

Ｂ、Ｃと、ＡからＣにわたっての意見が出てござ

います。管理に当たっても、２から３という意見

がおおむね出ているところでございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 今説明いただいたわけですが、これ

についても段階評価と、それから管理評価を入れ

ていかなくちゃいけないわけですが、皆さんのお

手元に資料が行き渡っていると思うんですが、⑵

については、ＡからＣまでの評価が分かれている

んですね。一番多いのは、Ａ評価が一番多いんで

すかね。これをどう表現しますかね。どういう評

価にいたしましょうか。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、提出者の意見を聞く機会

を設けているので、Ａで私はいいと思います。 

○吉成委員長 そういうご意見があります。 

  そのほかいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○吉成委員長 Ａ評価でいいんじゃないかというご

意見です。 

  中村委員、どうぞ。 

○中村委員 私もＡの評価に、そうだと思います。 

○吉成委員長 Ｂ、Ｃの評価のところもありますが、

よろしいですか。 

  どうでしょうか。 

  じゃ、意見として、今実際に出たのはＡ評価と

いうことですので、Ａにすることでよろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、Ａといたします。 

  Ａ評価ということになりますと、次の管理評価

というのは現状維持、これまでどおりに取り組み

ましょうということになりますので、３という表

現でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 では、評価及び管理に関する意見に

ついてはこのような表現をさせていただきました

が、いかがでしょうか。 

〔「結構です」「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような形をとらせていた

だきます。 

  そのほかに、また同じようにうちの会派で意見

を出させていただいているんですが、３号として

１つつけ加えてはどうかということで、特別委員

会の設置というのもうたってはどうかと。 

  これに関しては、実際には必要ないといえば必

要ないんですけれども、委員会条例の中の６条に

は、特別委員会の設置というのはうたっているん

です。ですから、委員会条例にあるからいいんだ

ろうということであればそうなるんですけれども、

先ほどもちょっと述べましたように、議会基本条

例ですので、その上の本当に基本中の基本の条例

ですので、あえて議会は重要案件と認識した政策

に対して特別委員会を設置して調査を行うととも

に、市民にも公開すべきだという条項を１項加え

てはどうかという提案をさせていただいています。 

  繰り返しになりますけれども、委員会条例にう

たっているので、要らないということであれば要
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らないんですけれども。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 私は、全てが重要案件だと思っていま

す。その前提で、今まで付託された委員会で何ら

不都合がなくできているんで、あえてこれはつけ

加えなくても、できているんで要らないかと思い

ます。 

○吉成委員長 そのようなご意見です。 

  要らないというご意見ですけれども、ほかない

ようでしたら、要らないということで次にいかせ

ていただきますね。 

  それでは、続きまして、会派に移りますね。 

  すみません、もう一回、委員会のほうにちょっ

と１個だけ、委員会のほうの（委員会）５条とな

りますよね。この委員会、（委員会）というのも、

委員会の活動という表現したらどうかと、実は提

案しているんですよね、これね。だから、次の会

派が６条になるわけですけれども、会派というの

も、これも会派の活動というふうにちょっとした

らどうかという提案がしてあるんです。 

  表現方法なんで、また後でご意見あったら聞く

ことにして進めます。 

  それでは、６条についての説明をお願いします。 

  室井主査。 

○室井主査 ６条の１項の会派の部分でございます

が、こちらについてのご意見としましては、そこ

に記載されているとおりでございますが、条文自

体が議会活動となるため、会派を結成することは

できるというのが条文でございました。 

  こちらについては、段階評価も管理評価につい

ても、１項についてはＡがほとんどでございまし

て、管理については、２であったり３であったり

なんですけれども、こちらの内容については、意

見案としましては、会派の説明というか、それを

ちょっと意見としてまとめてございます。 

  会派は、類似した主張、意見を持つ議員が任意

に結成しており、議会運営の基本単位として大き

な役割を果たしている。これはもう今現状の那須

塩原市議会の状態、現状をそのような形でまとめ

てございます。 

  先ほども申し上げたように、Ａ評価がほとんど

であり、管理については２から３がほとんどとい

うのが状況でございます。 

  以上です。 

○吉成委員長 ありがとうございます。 

  これについては、⑴に関していうと、全ての会

派がＡということになっているんです。ですから、

これはもうＡで決まりですね。Ａといたします。 

  次に、管理評価ですが、Ａということですので、

基本的には３になるのかなという気がしますが、

よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、３ということに。 

  評価及び管理に関する意見は、至極当たり前の

ことでありますが、こういった表現とさせていた

だきました。 

  これについても、いかがですか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  続きまして、２号のほうに移りたいと思います。 

  お願いします。 

○室井主査 ６条の２項でございますが、こちらに

ついて会派から出ている意見ということで、条文

自体は、会派は議員活動の支援、審議能力の向上

のため調査研究、またこちらで政策立案、提言に

努めるものということで、会派からは行っている

とか、積極的に行っていくべき等々、いろいろ意

見は出てございます。中には政務活動の現状につ
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いて見直しをしてみてはとか、出ている中で、お

おむねこちら出ている意見を踏襲した形で、そう

いった意味で下線は引いていないのですが、こち

らをまとめたのが案として記載してあるとおりで

ございます。 

  内容としましては、審議能力向上のための調査

研究において、各会派では研修会や視察研修に参

加などをしている。これにより政策立案及び政策

提言が図られるよう努めているが、各会派におい

てさらなる実現に向け活動を行っている。また、

政務活動費の用途についても、必要に応じ検証を

行っていくと。 

  この政務活動費の見直しなんかは、昨年度につ

いては、会計者担当者会議などを行って、そうい

った随時行っておりますので、そういったものも

加味して記載してございます。おおむねこれも改

善案というのは、ほぼ出た意見の中で見ることは

できるかなと思いまして、改善策のことについて

は載せてございません。 

  また、段階評価、管理評価においても、２項に

ついてはＡ評価から、多いのはＣ評価ですね。Ａ

とＢが１つずつで、多かったのはＣ評価という形

で、今後の管理についても、２から３というのが

半分に分かれて評価されているような状況でござ

います。 

  以上です。 

○吉成委員長 説明いただきました。 

  それでは、段階評価に関してですが、ここでＡ

と、それからＣとこう大きく分かれた理由という

のが、多分、調査研究というのは行っているんで

しょう。多くの会派が当然、視察等々やっていま

すから。そうすると、この部分がやっているでし

ょうと。ただ、政策立案とか政策提言になった場

合にはどうでしょうかということで、ここが多分、

評価の分かれたところだと思うんです。 

  その辺も加味しながら、それぞれ会派からの既

に評価、意見は出ているんですが、この中で段階

評価をどれにするかということでご意見いただけ

たらと思います。 

  いかがでしょうか。 

  繰り返しになりますけれども、当然、調査研究、

視察等々を行いながら、市政一般質問であったり、

それから会派代表質問であったり、そういったと

ころで、例えば政策の提言とか、要望とか、そう

いうことをやっているという場合は、当然これは

できるんだと思うんです。 

  ただ、純粋に会派として、１つの政策であった

り提言を実際に出しているかとなると、そこはま

だ至っていない部分ではあるのかなと。これも、

だから捉え方ですよね。捉え方で評価が分かれる

んだろうなという気はしますね。 

  森本委員。 

○森本委員 前半の部分の、何ですか、この調査研

究とか、ここは皆さんしているということで、多

分変わりがないのかなと。ほかの部分なんですけ

れども、このような条文で努めるものとするとい

うふうな部分があるというので、前回、一般質問

とか代表質問でしていくということというのも努

めているという部分に当たるのかなと。 

  実際、ちゃんとした提言書を提出するとか、そ

ういうことに至っていなくても、努めているとい

う部分であれば努めているのかなという、多分そ

ういうことでうちのほうとしては、那須塩原クラ

ブとしてはＡの評価をしたと思うんですけれども、

そういう意味ではＡなのかなというように私は思

っていますけれども。 

○吉成委員長 今そういったご意見が出ました。 

  ほかいかがでしょうか。 

  Ｃ評価と出しているところは、どういったご意

見でしょうか。 
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  鈴木委員。 

○鈴木委員 進めるということで、志絆の会として

はＣにしていますね。これは書いてあるとおりで、

調査研究のほうはある程度達成していると、ただ、

提言はできていないという単純な話です。森本議

員の言う会派の話を聞けば、確かに一般質問あた

りでは少し、提案書にはなっていないから、提言

のほうでやっているというのは、うちはかなり厳

しいかなという感じはしています。Ｃなんですけ

れども、ＣよりかはＡに近いのかなという感じは

していますね。 

○吉成委員長 ご意見いただきました。 

  そのほかいかがですか。 

  結局、政策立案、それから政策提言という言葉

が出てきた場合には、どうしても先ほどに戻って

しまいますけれども、やはりどういうサイクルを

つくるかというところがしっかりしていないと、

幾らかであっても、やはりなかなか簡単に立案し

たり提言したりということは難しいわけですよね。

そう考えると、やはり今後の課題という部分での

捉え方も必要なのかなという気はするんです。 

  課題がないとなるとＡになっちゃうんで、課題

という言葉を加味するとＢとかそういうふうな、

Ｃとかね、そういうふうな評価になるのかなとい

う。 

  山本副議長。 

○山本副議長 私、自分のところでそれぞれ何かコ

メントできないと書いてあるんですけれども、こ

れＣでいいとした理由は、自分も含めてなんです

けれども、外から見ていると、できている会派は

多分、那須塩原クラブさんだけがＡということは、

そこはそうやっているのかもしれないんですが、

ほかを見てみると、やっぱり全ての会派が、全部

そういうふうにできているとはやっぱり限らない

ので、やっぱりこれをＡにしてしまうのはどうし

ても抵抗があります。 

  努めるものとしても、として解釈してもそうい

うふうに見えるので、やはり半分ぐらいで、取り

組みをちょっとやらなきゃいけないんじゃないか

なということでＣでいいというふうに、自分のこ

とも含めて書きました。厳しいほうがいいんじゃ

ないのかなと、この辺はと思ったんで。 

○吉成委員長 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 なぜＡかというと、那須塩原クラブは

できていると自信を持って言えます。しかしなが

ら、ほかの会派をＢ、Ｃ評価というのは非常に心

苦しかったのでＡにしました。全体を見ますと、

やはりＢかＣかと。 

○吉成委員長 午後、議長を中心として、消防議会

のほうの会議が入っているんです。それが２時か

らでよろしいんですね。２時からということで、

当然この後、食事をしてからになりますので、移

動の時間もあるということですので、きょうはこ

の会派のところまで検証を行って、７条からは次

回にしたいと思いますので、ご協力よろしくお願

いします。 

  それでは、会議、また進めますけれども、今、

佐藤委員のほうから、うちは自信を持ってできて

いるというような、ただ、ほかの会派を客観的に

見ると、ＢとかＣの評価でもいいんじゃないかと

いうご意見だったと思うんです。 

  ほかはいかがでしょうか。 

  じゃ、副委員長。 

○相馬副委員長 先ほど佐藤委員のほうから、うち

の会派のほうの状況を説明していただきましたが、

ここに出ているところでは、やはりＣが一番多い

ということもありますので、Ｃ評価ということで

よろしいんじゃないかなというふうに思いますが、

いかがでしょうか。 

○吉成委員長 今、副委員長のほうから、今一番多



－25－ 

い評価としてはＣが多いので、Ｃ評価で統一して

はどうかというご意見をいただきました。 

  いかがですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、Ｃ評価とさせていただき

ます。 

  そうすると、Ｃ評価ということになると、次の

管理評価については２ということになるんでしょ

うかね。 

  よろしいですか、２で。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、最後に、評価及び管理に

関する意見ということでは、多かった皆さんのご

意見をまとめるとこうなりますので、これでよろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 じゃ、このような表現とさせていた

だきます。 

  それでは、本日の検証作業としては以上とさせ

ていただきます。 

  ７条から10条に関しましては、こういうふうに

まとめさせていただいていますので、次回の会議

は、もうなるべくスムーズにこの会議を進めてま

いりたいと思いますので、熟読していただければ

と思います。 

  あわせて、既に提出いただいているとは思うん

ですが、この後は、今度11条から21条に関しまし

ても、これと同じような案をこの後、つくって皆

さんにお示しをするようにしますので、次の協議

につきましては、今ここでいついつということは

ちょっと言えませんので、正副委員長並びに事務

局と打ち合わせをして、３月議会の中で当然開く

ようになると思いますので、そこはお含みおきい

ただければと思いますが、そのような形をとらせ

ていただいてよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○吉成委員長 それでは、その他で皆さん何かござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○吉成委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○吉成委員長 では、以上をもちまして本日の会議

を終了とさせていただきます。 

  大変にありがとうございました。 

 

散会 午後 １２時０５分 

 


